奨学金返還支援制度規程（案）

株式会社 〇〇〇〇〇

（総則）
第１条 この制度は、奨学金返還支援制度（奨学金返還支援手当）の取扱いについて定める。

（適用）
第２条 この規程は、（就業規則第〇条に定める）40歳未満の正社員に適用する。
ただし、入社後〇年以内の者については、本規程を適用しない。

（支給対象）
第３条 奨学金返還支援手当の支給対象者については、大学・大学院・短期大学・
高等専門学校・専修学校（専門課程）卒業者（中途退学者を含む。）であって、
[bookmark: _Hlk223690613]日本学生支援機構の奨学金を返還中の者とする。

（手当支給）
第４条 奨学金返還支援手当は、毎月の通常の給与とあわせて支給することとし、
月額〇〇,〇〇〇円とする。ただし、月額返還額が〇〇,〇〇〇円未満の場合は、
月額返還額を奨学金返還支援手当額とする。なお、３月支給分は２月支給分に含
めて支給する。

（支給期間）
第５条 奨学金返還支援手当の支給期間は、〇年間とする。

（書類の提出）
第６条 奨学金返還支援手当の支給を希望する者は、次の書類を会社が指定する日
までに提出しなければならない。
（１）奨学金の借入総額及び返還計画が分かる書類の写し
（２）奨学金の借入残高が分かる書類の写し
２　支給対象者は、毎年、会社が指定する日までに奨学金を返還していることを証
明する書類の写しを提出しなければならない。

（その他）
第７条 本規程を変更する場合は、事前に社員に対し通知する。

附　則
この規程は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。
